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 資料４-１  

現状のロゴマークに関して生じている課題とその対応方針（案） 

 

資料１-２に示した対応方針（案）を踏まえ、現状のロゴマークに関して生じている課

題とその対応方針（案）について、表１のとおり再整理する。 

 

表１ 現状のロゴマークに関して生じている課題とその対応方針のまとめ（案） 

論点 生じている課題 対応方針（案） 

交 付 の

手続 

・ＰＲに活用できるような、環境省か

ら実証申請者への個別ロゴマー

クの交付通知が必要ではない

か。 

・交付通知については、申請のタイミングや実施

体制等についての議論が十分になされていな

いため、Ｈ25 事業実施要領上での規定は見送

り、次年度以降の継続課題とする。 

使 用 の

範囲 

・共通ロゴマークと個別ロゴマーク

で使用者の範囲を定めて、違い

を明確にするべきではないか。 

・共通ロゴマークは、環境技術実証事業実施要

領で定める規定の範囲内で使用する場合、「誰

でも」使用できることとする。 

・個別ロゴマークは、環境技術実証事業実施要

領で定める規定の範囲内で、実証申請者に限り

使用できることとする。 

【ロゴマーク使用・管理規程ではなく、ＥＴＶウェブ

サイト等で「ロゴマークの活用方法例」として 

提示する予定】 

・個別ロゴマークの使用状況を適

切に管理するため、実証試験と

直接の関係をもたない、実証済

技術の販売者等が個別ロゴマー

クを使用する場合を含め、使用者

の範囲を把握できるようにするべ

きではないか。 

 

・個別ロゴマークの交付の際、環境省は、実証運

営機関を通じて、実証機関に対し以下の情報の

集約・提供させるとともに、当該情報を一元管理

する（集約した情報は、主に下記の実証運営機

関によるロゴマークの不適正使用チェックに用

いる）。 

①実証番号 

②個別ロゴマーク交付先・担当者・所属・連絡

先 

③交付日・交付担当者 

④個別ロゴマーク使用予定者・使用予定媒体 

【事業実施要領に特段記載しない】 
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論点 生じている課題 対応方針（案） 

表 示 の

有 効 期

限等 

 

・実証済技術を有する企業等の倒

産により、実証済技術が実質的に

利用されない場合や実証済技術

の売却により、個別ロゴマークが

譲渡される場合、同じ型番の範囲

で、実証済技術の改良等が行わ

れた場合など、それぞれの段階

で、取扱いを整理する必要がある

のではないか。 

・実証済技術の変更点が実証試験結果に影響を

及ぼすかどうか、個別ロゴマークの譲渡の際に、

実証済技術の実証試験結果に影響を及ぼす

ような変更が生じていないかどうか等に関し

て、現段階では判断基準や実施体制等ににつ

いて、十分に議論がなされていないことから、現

段階での改定はせず、引き続き検討することと

する。 

ロゴマー

ク使用の

チェック・

管理 

・過去に交付したロゴマークの不適

正使用を体系的・定期的にチェッ

ク・管理する体制を整備するべき

ではないか。 

・実証運営機関は、実証機関の協力の下、ウェブ

サイト等を定期的にチェックし、不適正使用の事

例を見つけた場合、速やかに環境省に報告す

るとともに、ロゴマークの使用者に対して注意喚

起を行う。【Ｈ25 事業実施要領第 11 章５．（２）】 

使用取り

消し規定 

・ロゴマークの使用者が、事業実施

要領で定める遵守事項を遵守し

なかった場合、現行の改善等の

指示よりもさらに踏み込んだ対抗

措置を定める必要があるのでは

ないか。 

・事業実施要領で定める遵守事項を遵守せず、

事業の信用を損ねるなど悪質な行為の恐れが

ある場合、環境省は、実証運営機関及び実証

機関の協力の下、以下の措置を講じることとす

る。 

（１）ロゴマークの使用を直ちに中止させる。 

（２）実証試験結果報告書の公表等を直ちに中止

する。 

【同 ５．（１）】 

類似ガイ

ド ラ イ ン

等との関

係性 

・「環境表示ガイドライン」（平成 20

年１月、環境省）など、類似のガイ

ドライン等との関係性が明確でな

い。 

・ロゴマークその他の表示に当たっては、「環境

表示ガイドライン」を遵守することとする。【同 

６．】 

 


